
商工中金ビジネス Web利用規定 

 

1．（定義、サービス利用等） 

（１）商工中金ビジネス Webとは 

   商工中金ビジネス Web（以下「本サービス」という）とは、契約者がパーソナルコン

ピュータ等の端末機（以下「端末」という）を通じて、インターネット等により、当

金庫に残高照会、入出金明細照会、振込入金明細照会、振込・振替等の取引の依頼を

行い、当金庫がその手続きを行うサービス、および、総合振込、給与（賞与）振込、

口座振替、Web申込、でんさい、外国為替等の取引の各種データ受付を行うサービス

をいいます。 

（２）対象者 

   当金庫所定の申込書により本サービスの利用申込みを行った、普通預金口座ま   

たは当座預金口座を保有する法人または個人事業主で、当金庫所定の基準を満たす

方。なお、契約者は本規定の内容を十分理解した上で、自らの判断と責任において本

サービスを利用することに同意することとします。 

（３）ご利用口座 

   ａ．代表口座 

     各種照会口座、および振込手数料、利用手数料、振込・振替資金、総合振     

込資金、給与（賞与）振込資金の引落口座として契約者が指定した、当金庫本支

店の契約者ご本人名義の普通預金口座、あるいは当座預金口座とします。 

   ｂ．手数料引落口座 

     本サービスの基本手数料の資金引落口座として契約者が指定した、「代表     

口座」と同一店の契約者ご本人名義の普通預金口座、あるいは当座預金口座とし

ます。 

     ただし、Web でんさいサービス基本手数料の引落口座の指定方法について     

は、商工中金でんさいサービス利用規定、外為 Webサービス基本手数料の引落口

座の指定方法については、商工中金外為 Web利用規定によるものとします。 

   ｃ．出金指定口座 

当金庫に複数の普通預金口座、あるいは当座預金口座をお持ちのお客さまは、本

サービスをそれぞれの口座でご利用いただけます。この場合、代表口座として指

定した預金口座以外の普通預金口座、あるいは当座預金口座を「出金指定口座」

といいます。 

     ①お届出いただくご利用口座の数は、当金庫所定の数を超えることはでき      

ません。 

     ②出金指定口座の登録・抹消については、当金庫所定の書面により届出てくだ      



さい。 

（４）使用できる機器 

本サービスの利用に際して使用できる機器は、当金庫所定のものに限ります。本サー

ビスに使用する機器等は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サー

ビスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。 

（５）取扱時間 

   当金庫が別途定めた時間内とします。ただし、当金庫はこの取扱時間を契約者   

に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当金庫の責によらない回

線工事等が発生した場合は、取扱時間中であってもお客さまに予告なく、取扱を一時

停止または中止することがあります。 

（６）手数料等 

   ①本サービスの利用に際しては、当金庫所定の月間基本手数料（消費税を含    

む）を毎月支払っていただきます。ただし、Webでんさいサービス基本手数料の支

払方法については、商工中金でんさいサービス利用規定、外為 Webサービス基本手

数料の引落口座の指定方法については、商工中金外為 Web 利用規定によるものと

します。また、資金移動サービスによる振込およびデータ伝送サービスによる総合

振込、給与（賞与）振込、口座振替、Webでんさいサービスによる各取引、外為 Web

サービスによる各取引に際しては、当金庫所定の振込手数料、利用手数料または取

扱手数料（消費税を含む）を支払っていただきます。なお、振込手数料、利用手数

料の支払いについては、当金庫が認める場合において当金庫所定の日に一括して

引落す方法によることができます。この場合、振込手数料、利用手数料の引落は契

約者が指定した口座より行います。 

   ②当金庫は月間基本手数料およびその支払方法を契約者に事前に通知することなく

変更する場合があります。基本手数料以外の本サービスに係る諸手数料について

も、新設または改定する場合があります。 

   ③手数料等の引落しは、当金庫の各種預金規定等にかかわらず、通帳・カード・払戻

請求書または当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。 

2．（本人確認、依頼内容の確定） 

（１）本人確認方法 

   本サービスには、サービスを利用する際の本人確認方法に「ID・パスワード方式」お

よび「電子証明書方式」があります。 

   ①ID・パスワード方式 

    ログイン IDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する

方式 

   ②電子証明書方式 

    電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する



方式 

    本サービスの利用にあたっては、原則「電子証明書方式」によるものとします。 

（２）パスワード等の登録 

   「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」いずれの場合も、契約者は、当金

庫に対して本人確認のためのログイン ID、ログインパスワード、確認用パスワード、

承認パスワード、その他の当金庫が設定を依頼するパスワード（以下「パスワード等」

という）を契約者の端末から当金庫所定の方法により登録するものとします。ただし、

パスワード等の登録には、予め当金庫に書面で届出た照会用暗証番号が必要になり

ます。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、契約者は自らの責任におい

て当金庫所定の方法によりパスワード等（「電子証明書方式」利用の場合のログイン

IDを除く）を随時変更することができます。 

（３）電子証明書の取扱い 

   ①「電子証明書方式」を利用する場合には、当金庫が発行する電子証明書を当金庫所

定の方法により、契約者の端末にインストールするものとします。（インストール

の際、前項で登録したログイン IDが必要となります。なお、ログイン IDは電子証

明書のインストールのみに使用します。） 

   ②電子証明書は当金庫所定の期限（以下「有効期限」といいます）に限り有効です。

契約者は、有効期限が満了する前に当金庫所定の方法により電子証明書の更新を

行ってください。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく、この電子証明

書のバージョンを変更する場合があります。 

   ③本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。 

   ④電子証明書をインストールした端末を譲渡、廃棄する場合、契約者は事前に当金庫

に書面で届出るとともに、当金庫所定の方法により電子証明書の削除を行うもの

とします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事

故が発生しても、それによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。

端末の譲渡、廃棄により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により電

子証明書を再インストールしてください。 

（４）ワンタイムパスワードの取扱い 

   当金庫所定の取引では、当金庫が発行するワンタイムパスワード生成機（以下、「ト

ークン」という）により表示・生成され、６０秒毎に変化する可変的なパスワード（以

下、「ワンタイムパスワード」という）を用いることにより本人確認を行います。 

（５）トークンの利用方法は、代表口座毎に以下の２種類のいずれかとします。 

   ①ソフトウェアトークン方式 

    トークンアプリをお客さまのスマートフォンにダウンロードして利用する方法 

   ②ハードウェアトークン方式 

    当金庫から契約者に発送する専用機器を利用する方法 



（６）ソフトウェアトークン方式 

   ①利用方法 

    ワンタイムパスワード利用開始時には、当金庫が発行するトークンを所定の方法

によりお客さまのスマートフォンにダウンロードし、利用開始の設定を行って

いただきます。 

     ワンタイムパスワード利用開始後は、当金庫所定の取引依頼時に、スマートフォ

ンに設定済みのトークンに表示・生成されるワンタイムパスワードを入力して

いただき、当金庫が受信したワンタイムパスワードと、当金庫が保有するワンタ

イムパスワードとの一致を確認することで本人確認を致します。 

   ②トークンの管理 

     ワンタイムパスワードは厳重に管理し、他人に知られたり、トークンとして   

利用しているスマートフォンの紛失、または盗難に遭う等のないよう十分注意

してください。トークンとして利用しているスマートフォンの紛失、または盗難

に遭う等した場合は、速やかにお客さまから当金庫に届け出るものとします。届

け出の前に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。なお、トークンと

して利用しているスマートフォンの紛失等により、当金庫がトークンの失効手

続きを行った場合、再度、当金庫が発行するトークンを所定の方法によりお客さ

まのスマートフォンにダウンロードし、利用開始の設定を行っていただきます。 

（７）ハードウェアトークン方式 

   ①利用方法 

    ワンタイムパスワード利用開始時には、当金庫が契約者の届出住所宛に発送する

専用のトークンにて利用開始の設定を行っていただきます。ワンタイムパスワー

ド利用開始後は、当金庫所定の取引依頼時に、トークンに表示・生成されるワンタ

イムパスワードを入力していただき、当金庫が受信したワンタイムパスワードと、

当金庫が保有するワンタイムパスワードとの一致を確認することで本人確認を致

します。 

   ②トークンの管理 

    ワンタイムパスワードは厳重に管理し、他人に知られたり、トークンの紛失、また

は盗難に遭う等のないよう十分注意してください。トークンの紛失、または盗難に

遭う等した場合は、速やかにお客さまから当金庫に届け出るものとします。届け出

の前に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。なお、トークンの紛失等

により、当金庫がトークンの失効手続きを行った場合、再度、当金庫が契約者の届

出住所宛に発送する専用のトークンにて利用開始の設定を行っていただきます。 

   ③トークンの有効期限 

    トークンの有効期限は当金庫が定める期限までとします。当金庫は、トークンの発

行を不適当と判断する場合を除き、有効期限が到来する前に、新しいトークンを契



約者の届出住所宛に発送しますので、当金庫所定の方法で有効期限更新を行って

ください。 

   ④トークン利用手数料 

    ハードウェアトークン利用開始時に、当金庫より１代表口座につき１個ずつ発行

するトークンの利用手数料は無償です。また、発行済みのトークンの有効期限到来

前に、当金庫より発送する新しいトークンも無償です。なお、契約者は、当金庫所

定の方法で申し込むことで、代表口座毎に、トークンの追加発行を受けることがで

きますが、トークンの追加発行には、当金庫所定の手数料がかかります。 

   ⑤トークンの再発行・交換 

    トークンを紛失・破損等した場合の再発行には、当金庫所定の追加発行手数料がか

かります。ただし、トークンの製品不良等、契約者の責めに帰さない故障・破損の

場合、当金庫はトークンを無償で交換します。 

（８）利用時における本人確認 

   契約者が本サービスを利用する場合は、照会用暗証番号、振込・振替暗証番号、ワン

タイムパスワード、承認暗証番号、確認暗証番号、承認実行暗証番号、その他の当金

庫が設定を依頼する暗証番号（以下「暗証番号等」という）、電子証明書（「電子証明

書方式」の場合）、パスワード等を端末より当金庫に送信するものとします。当金庫

は送信された電子証明書、パスワード等および暗証番号等と当金庫に登録された電

子証明書、パスワード等および暗証番号等の一致を確認した場合は、当金庫は次の事

項を確認できたものとして取扱います。 

   ①契約者の有効な意思による申込であること。 

   ②当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。 

   当金庫は、電子証明書、パスワード等および暗証番号等の一致を確認して取扱いまし

たうえは、電子証明書、パスワード等および暗証番号等につき不正使用・盗用および

通信電文の改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害について

は、当金庫の故意または過失により生じたものでない限り責任を負いません。 

（９）パスワード等、暗証番号等および電子証明書の管理 

   パスワード等、暗証番号等および電子証明書は、契約者ご本人の責任において厳重に

管理してください。なお、当金庫職員からこれらの内容をお聞きすることはありませ

ん。パスワード等および暗証番号等を失念したり、他人に知られたような場合、また

はその恐れがある場合は、契約者は速やかに当金庫所定の方法により当金庫へ届出

てください。また、安全性を高めるため、契約者ご本人でパスワード等を定期的に変

更して下さい。なお、当金庫への届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負

いません。 

   契約者がパスワード等および暗証番号等を当金庫の所定の回数以上誤って入力した

ときは、当金庫は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。 



3．（届出事項の変更等） 

（１）契約者は、本サービス申込書に記載の届出事項の内容に変更がある場合には、代表口

座のお届印の印章により記名捺印した、当金庫所定の書面によりお取引店に直ちに

届出るものとします。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となりま

す。この届出の前に生じた損害については当金庫は一切の責任を負いません。 

（２）前項の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着しまた

は到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 

4．(取引拒絶) 

本サービスは、第 5 条第 4 項各号のいずれにも該当しない場合に利用することがで

き、第 5 条第 4 項の一にでも該当する場合には、当金庫はこのサービスの利用をお

断りするものとします。 

5．（解約等） 

（１）本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当

金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解

約手続きが終了した後に有効となります。解約手続き終了前に生じた損害について

は、当金庫は責任を負いません。 

（２）前項の通知を当金庫が書面により行う場合において、当金庫が契約者あて解約の通知

を、届出の住所あてに発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったとき

は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 

（３）契約者に以下の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当金庫はいつでも契約者に

事前に通知することなく、本サービスの利用を一時停止または契約を解約すること

ができるものとします。 

   ①支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開

始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申し立てがあった

場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手

続の開始があったとき 

   ②手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

   ③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において

契約者の所在が不明となったとき 

   ④当金庫に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき 

   ⑤１年以上にわたり本サービスの利用がないとき 

   ⑥解散、その他営業活動を休止したとき 

   ⑦相続の開始があったとき 

   ⑧パスワード等または暗証番号等を不正に使用したとき 

   ⑨本サービスの利用を申込される以前に別途既に本サービスに係る契約を締結され

たことがあるお客さまにおいて、第 5条３項に基づく解約、手数料回避を目的にし



たと思われるサービス利用の取止めまたは解約、その他不正の目的にて本サービ

スを利用した事実が認められるとき 

   ⑩法令等（マネーローンダリング、テロ資金供与に係る内外法令等を含みます）に違

反し、または犯罪等への関与が認められるとき 

   ⑪本規定または本規定にもとづく当金庫所定事項に違反したとき 

   ⑫その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じ

たとき 

   当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め

通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただ

し、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではあり

ません。 

（４）前項に加えて、お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合には、当金庫は本サー

ビスを停止し、またはお客さまに通知することにより本サービスを解約できるもの

とします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解

約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします｡ 

なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、

この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害金を支払ってください。 

   ①本サービスの契約者が存在しないことが明らかになった場合または本サービスが

契約者の意思によらずに契約されたことが明らかになった場合 

   ②本サービスの契約者等が第 16条に違反した場合 

   ③本サービスが法令や公序良俗に反する行為および犯罪行為に利用され、またはそ

のおそれがあると認められる場合 

   ④契約者等が当金庫への本規定にもとづく届出事項について虚偽の申告をしたこと

が判明した場合 

⑤契約者等が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、

暴力団準構成員、暴力団関係企業、 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊

知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)

に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 

A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える

目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を

有すること 

D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしてい

ると認められる関係を有すること 

E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される



べき関係を有すること 

   ⑥契約者等が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為を

した場合 

    Ａ．暴力的な要求行為 

    Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

    Ｃ．取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

    Ｄ．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または

当金庫の業務を妨害する行為 

    Ｅ．その他ＡからＤに準ずる行為 

（５）「出金指定口座」が解約された場合は、該当口座に関する本サービスは解約されたも

のとみなします。また、「代表口座」が解約された場合は、本サービスはすべて解約

されたものとみなします。 

（６）解約の場合、未払手数料は、解約と同時もしくは当金庫所定の日に引落とします。 

（７）この契約が解約等により終了した場合、その時までに振込・振替等の処理が完了して

いない取引の依頼については全て無効とし、当金庫はその処理を継続する義務を負

いません。 

6．（免責事項） 

   以下の事由により契約者に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。 

   ①当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにイン

ターネット等の不通により、本サービスの取扱いが遅延したり不能となったため

に生じた損害。 

   ②専用回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴・不正アクセス等

（以下「盗聴等」という）がなされたことにより契約者のパスワード等、暗証番号

等、代表口座・出金指定口座の残高ならびに取引明細等の取引情報が漏洩しあるい

は改ざんされたために生じた損害。ただし、当金庫の故意または過失により生じた

損害についてはこの限りではありません。 

   ③システムの更改あるいは障害時において、当金庫が本サービスを停止したために

生じた損害。 

   ④災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったこ

とにより生じた損害。 

   ⑤取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した

場合に生じた損害。なお、本サービスに使用する機器および通信媒体が正常に稼動

する環境については、契約者の責任において確保してください。当金庫は、当契約

により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。 

   ⑥コンピュータウイルスにより生じた損害。 

   ⑦申込書をはじめとする各種書面の印影と、代表口座の届出印の印影を当金庫が相



当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合で、その各種書面に

つき偽造、変造、盗用その他の事故があったことにより生じた損害。 

   ⑧本サービスの利用に関して、①ないし⑦に定めるほか当金庫の責によらない事由

により契約者に生じた損害。 

7．（規定の準用） 

   本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定、商工中金でんさ

いサービス利用規定、商工中金外為 Web 利用規定等の各種規定および当座勘定貸越

約定書により取扱います。なお、これらの規定等をご希望の場合は当金庫ホームペー

ジより必要な利用規定をダウンロードしてください。これらの規定等と本規定との

間に齟齬がある場合、本サービスに関しては Webでんさいサービス、外為 Webサービ

スに関する定めを除き、本規定が優先的に適用されるものとします。 

8．（サービスの追加） 

   本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用

できるものとします。ただし、当金庫が指定する一部のサービスについてはこの限り

ではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合がありま

す。 

9．（サービスの廃止） 

   本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当金庫は契約者に

事前に通知することなく廃止する場合があります。また、サービス廃止時には、本規

定を変更する場合があります。 

10．（サービスの休止） 

   当金庫は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定

にもとづくサービスを休止することができます。この休止の時期および内容につい

ては、当金庫のホームページその他の方法によりお知らせします。 

11．（通知手段） 

   契約者は、当金庫からの通知等の手段として当金庫ホームページへの掲示、電子メー

ルが利用されることに同意するものとします。契約者は届出の電子メールアドレス

について変更があった場合、契約者自らが端末により変更登録するものとします。変

更の届出がなかったために、当金庫からの通知等が到達しなかった場合には、通常到

達すべきときに到達したものとして取扱います。この届出の前に生じた損害につい

ては、当金庫は責任を負いません。 

12．（リスクの承諾） 

   契約者は、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に記載されている通信の安全

性のために採用している当金庫所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリ

スク対策、および本人確認手段について理解し、リスク内容を承諾したうえで、本サ

ービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず不正利用により契約者が



損害を受けた場合、当金庫は責任を負いません。 

13．（海外でのご利用について） 

   本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとします。契約者が本サー

ビスを海外からご利用の場合、各国の法令、事情、その他の事由により、本サービス

の全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。 

14．（秘密保持） 

   契約者および当金庫は、本サービスにより知り得た相手方の情報について、第三者に

漏洩しないものとします。なお、本条の定めは本サービスの解約後も効力を有するも

のとします。 

15．（契約期間） 

   本契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当金庫から

特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1年間継続されるものとします。

継続後も同様とします。 

16．（譲渡・質入などの禁止） 

   本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡、質入れ、第三者への貸与などはできませ

ん。 

17．（準拠法・合意管轄） 

   本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫

本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 

18．（取引の依頼） 

（１）取引の依頼方法 

   本サービスによる取引の依頼は、本人確認の終了後、契約者が取引に必要な事項を当

金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することで、取引を依頼するものと

します。 

（２）依頼内容の確定 

   当金庫が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面

を表示しますので、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方式で確認した旨

を当金庫に伝達してください。当金庫が伝達された内容を確認した時点で当該取引

の依頼が確定したものとし、当金庫が定めた方法で各取引の手続きを行います。 

（３）依頼内容の確認 

   受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合には当金庫所定の取引照会機能に

より確認してください。なお、契約者と当金庫との間に、依頼または取引結果の内容

について疑義が生じた場合は、当金庫が一定期間保存する電磁的な記録内容を正当

なものとみなします。 

（４）依頼内容の変更・撤回 

   依頼内容の変更または撤回は、契約者が当金庫所定の方法により行うものとします。



なお、当金庫への連絡の時期、依頼内容によっては、変更または撤回ができないこと

があります。 

19．（Web照会／Web資金移動サービス） 

（１）照会サービス 

   照会サービスとは、当金庫が、契約者の指定する代表口座・出金指定口座について当

金庫所定の方法・範囲に従い、残高、入出金明細、振込入金明細等の口座情報を提供

するサービスをいいます。契約者からの依頼に基づいて当金庫が回答した口座情報

は、残高、入出金を当金庫が保証するものではなく、回答後であっても必要により、

当金庫が変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消し

のために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。 

（２）資金移動サービス 

  ⑴サービス内容 

   契約者からの端末を用いた振込・振替の依頼に基づき、以下のサービスを提供するも

のとします。 

①本サービス利用時に、振込・振替資金等の引落口座として契約者が指定した代表口 

座または出金指定口座（以下「振込・振替口座」という）から、契約者が依頼した 

金額を引落し、契約者が指定する当金庫または「全国銀行データ通信システム」に 

加盟している金融機関（以下「提携金融機関」という）の国内本支店にある普通預 

金口座または当座預金口座（以下「入金指定口座」という）宛に入金するものとし 

ます。入金指定口座の指定方法は、契約者があらかじめ当金庫へビジネス Web内の 

Web申込サービス、または当金庫所定の書面により入金指定口座を届出る方法（以 

下「事前登録方式」という）、および契約者が依頼の都度入金指定口座を指定する 

方法（以下「都度指定方式」という）により取扱います。ただし、都度指定方式は、 

本人確認方法を「電子証明書方式」とする場合で、事前に当金庫所定の申込書によ 

り当金庫に届出た場合に限り取扱います。 

   ②前記①にて依頼した取引の取消 

    （ただし、当日付の取引は取消すことができません。） 

   ③前記①にて依頼した取引内容の照会 

   ④前記②にて依頼した取引内容の照会 

  ⑵振込・振替の定義 

   「振替」・・・振込・振替口座と入金指定口座とが同一店内にあり、かつ同一名義の

場合における資金移動をいいます。 

   「振込」・・・振込・振替口座と入金指定口座とが同一店内にない場合、または振込・

振替口座と入金指定口座とが同一店内にあっても名義が異なる場合

における資金移動をいいます。 

  ⑶振込・振替指定日 



   当金庫の別途定めた期間内で指定することができます。また、当金庫は契約者に事前

に通知することなくこの期間を変更する場合があります。 

  ⑷資金の引落 

   依頼日当日付での振込・振替はご依頼の内容が確定した場合、当金庫はただちに振

込・振替口座から振込金額または振替金額と当金庫所定の振込手数料金額（ただし、

１．⑹①ただし書きの方法により支払うものを除く）との合計額を引落しのうえ、当

金庫所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。また振込・振替予約の依頼

の場合は、振込・振替指定日当日の当金庫所定時刻に行います。なお、指定日に振込・

振替口座からの引落しが複数ある場合に、その引落金額の総額が振込・振替口座から

払戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当金庫の任意と

します。振込・振替口座からの資金引落しは、当金庫の各種預金規定等にかかわらず、

通帳・カード・払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法に

より取扱います。 

  ⑸予約の取消 

   振込・振替予約の取消については、振込・振替指定日の前日（前日がサービス休止日

の場合は直近のサービス利用可能日）までに行う場合に限り、契約者は端末を用いて

所定の方法により取消を行うことができます。なお、当金庫への依頼の時間帯によっ

ては、取消ができないことがあります。 

  ⑹取引限度額 

①都度指定方式の振込サービスによる１日および１回あたりの振込金額は、申込書 

により予め契約者が届出た振込限度額の範囲内とします。この振込限度額は当金 

庫所定の上限金額の範囲内とします。なお、当金庫所定の上限金額は契約者に事前 

に通知することなく変更することがあります。 

②事前登録方式の振込サービスによる１日および１回あたりの振込金額は、入金指 

定口座毎に申込書により予め契約者が届出た振込限度額の範囲内とします。この 

振込限度額は当金庫所定の上限金額の範囲内とします。なお、当金庫所定の上限金 

額は契約者に事前に通知することなく変更することがあります。 

③振替サービスによる１日あたりおよび１回あたりの振替金額は、都度指定方式や 

事前登録方式にかかわらず振込サービスによる 1日あたりおよび 1回あたりの振 

込金額と同額とします。この振替限度額は当金庫所定の上限金額の範囲内としま 

す。なお、当金庫所定の上限金額は契約者に事前に通知することなく変更すること 

があります。 

  ⑺サービスの取扱いができない場合 

   以下の各号に該当する場合、資金移動サービスの取扱いはできません。 

   ①振込または振替処理時に、振込金額または振替金額と当金庫所定の振込手数料金

額（ただし、１．⑹①ただし書きの方法により支払うものを除く）との合計額が、



振込・振替口座より払戻すことのできる金額（当座貸越を利用できる金額を含む）

を越えるとき。 

   ②振込・振替口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。 

   ③依頼人から振込・振替口座への支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定

の手続きを行ったとき。 

   ④差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。 

   ⑤災害、事変、裁判所等公的機関の措置などやむを得ない事情が生じたとき。 

   ⑥当金庫が、相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ

等に障害が生じたとき。 

   ⑦当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不可能となったとき。 

    入金指定口座への入金ができない場合には、振込取引または振替取引はなかった

ものとします。 

  ⑻組戻し・振込内容の変更 

   ①確定した振込の依頼に基づき、当金庫が発信した振込資金が入金口座なしなどの

事由により振込先の金融機関から返却された場合には、当金庫所定の方法により、

振込・振替口座に入金します。また、この場合は、当金庫所定の組戻手数料（消費

税を含む）を契約者が指定した口座より引落します。ただし、当金庫が認める場合

において当金庫所定の日に一括して引落す方法によることができます。 

   ②確定した振込の依頼に基づき、当金庫から振込先の金融機関に振込発信をした後、

契約者が当該振込の組戻し、振込内容の変更を依頼する場合は、代表口座の口座開

設店に当金庫所定の方法により申し込むものとします。 

   ③当金庫は、当金庫所定の方法により利用者の本人確認を行ったうえで、利用者から

の依頼に基づき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の電文を振込先の金融機

関に発信します。 

   ④組戻し依頼により、振込先の金融機関から返却された振込資金は、当金庫所定の方

法により、振込・振替口座に入金します。また、この場合は、当金庫所定の組戻手

数料（消費税を含む）を契約者が指定した口座より引落します。ただし、当金庫が

認める場合において当金庫所定の日に一括して引落す方法によることができます。 

なお、当初振込にかかる振込手数料は返却致しません。 

   ⑤組戻しは、振込先の金融機関の承諾後行うものとします。よって、当金庫が組戻し

依頼を受け付けた場合であっても、組戻しができない場合があります。なお、この

場合の組戻手数料（消費税を含む）は返却致します。 

20．（Webデータ伝送サービス） 

（１）データ伝送サービスとは 

   契約者の端末からの依頼により総合振込、給与（賞与）振込、口座振替の各種データ

受付を行うサービスをいいます。 



（２）総合振込 

   総合振込は、次の各号に定める取扱いによるほか、契約者と当金庫の間で締結した

「Webデータ伝送サービスによる総合振込委託に関する協定書」の定めによるものと

します。 

   ①同一の日を振込指定日として複数の異なる受取人に対して振込を行う場合は、総

合振込により行ってください。 

   ②本サービスにより総合振込を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行ってく

ださい。 

   ③総合振込の引落口座は「代表口座」として登録されている普通預金口座、当座預金

口座とします。 

   ④振込先として指定できる取扱店は、当金庫または提携金融機関の国内本支店とし、

振込を指定できる預金口座（以下「振込指定口座」という）は当金庫所定の種目と

します。 

   ⑤振込指定日は、当金庫の営業日とし、契約者が指定するものとします。 

   ⑥代表口座からの資金引落しは、当金庫の各種預金規定等にかかわらず、通帳・カー

ド・払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱

います。 

   ⑦振込資金は、振込指定日の前営業日の当金庫所定の時間に引落します。なお、振込

資金の引落しができない場合、総合振込の取扱いができない場合があります。 

   ⑧受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時

とします。 

   ⑨振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、当金庫所定の組戻

し手続により処理します。 

   ⑩契約者が依頼し、当金庫が受け付けたデータを取消す場合は、当金庫所定の日時ま

でに当金庫に届出るものとします。 

   ⑪振込手続きにおいて、当金庫がやむを得ないと認めて組戻しを受け付ける場合に

は、当金庫所定の手続きにて受け付けることとします。組戻しについては別途当金

庫所定の組戻手数料（消費税を含む）が必要となります。また、当初振込にかかる

振込手数料は返却致しません。 

（３）給与（賞与）振込 

   給与（賞与）振込は、次の各号に定める取扱いによるほか、契約者と当金庫の間で締

結した「Webデータ伝送サービスによる給与振込委託に関する協定書」の定めによる

ものとします。 

   ①本サービスにより給与（賞与）振込を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行

ってください。 

   ②給与（賞与）振込は、契約者の役員・従業員（以下「受給者」という）に対する報



酬・給与・賞与（以下「給与」という）の振込に限ります。 

   ③給与（賞与）振込の引落口座は「代表口座」として登録されている普通預金口座、

当座預金口座とします。 

   ④振込先として指定できる取扱店は、当金庫または提携金融機関の国内本支店とし、

振込指定口座は受給者本人名義の口座で当金庫所定の種目とします。 

   ⑤前号の振込指定口座は、契約者があらかじめ当金庫および提携金融機関で事前の

口座確認を行うものとします。 

   ⑥振込指定日は、当金庫の営業日とし、契約者が指定するものとします。 

   ⑦代表口座からの資金引落しは、当金庫の各種預金規定等にかかわらず、通帳・カー

ド・払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱

います。 

   ⑧振込資金は、振込指定日の前営業日の当金庫所定の時間に引落します。なお、振込

資金の引落しができない場合、給与（賞与）振込の取扱いができない場合がありま

す。 

   ⑨受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前 10 時からとします。 

   ⑩契約者が依頼し、当金庫が受け付けたデータを取消す場合は、当金庫所定の日時ま

でに当金庫に届出るものとします。 

   ⑪振込手続きにおいて、当金庫がやむを得ないと認めて組戻しを受け付ける場合に

は、当金庫所定の手続きにて受け付けることとします。組戻しについては別途当金

庫所定の組戻手数料（消費税を含む）が必要となります。また、当初振込にかかる

振込手数料は返却致しません。 

（４）口座振替 

   口座振替は、次の各号に定める取扱いによるほか、契約者と当金庫の間で締結した

「Webデータ伝送サービスによる預金口座振替委託に関する協定書」の定めによるも

のとします。 

   ①当金庫は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した預金口座振替に

よる収納事務を受託します。 

   ②本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行

ってください。 

   ③口座振替の引落先として指定できる取扱店は、当金庫の国内本支店とします。 

   ④振替日は当金庫の営業日とし、契約者が指定するものとします。 

   ⑤契約者が依頼し、当金庫が受け付けたデータを取消す場合は、当金庫所定の日時ま

でに当金庫に届出るものとします。 

21．（Web申込サービス） 

（１）サービスの内容 

 Web申込サービスとは、本サービス上で個別のサービスにかかる各種申込（以下「Web



申込」という）ができるサービスをいいます。Web申込が可能なサービスは、随時追

加・変更・削除される場合があります。詳細は当金庫ホームページに掲載します。な

お、Web申込が可能な個別のサービスに規定が定められている場合は、本規定の承諾

に加えて当該規定の承諾が必要となります。 

（２）利用手数料 

 Web申込サービスの利用にあたって、第１条に定める手数料に追加して料金は発生し

ません。なお、Web申込が可能な個別のサービスを利用するにあたっては、当該サー

ビスの規定に定められた手数料の支払いが必要になる場合があります。 

（３）Web申込の効力 

 当金庫が Web 申込を受け付け、当金庫所定の手続が完了した時点で Web 申込にかか

る事項の効力が発生するものとします。なお、Web 申込がなされた場合であっても、

当金庫の判断により Web 申込の全部または一部を承諾せず、当該 Web 申込にかかる

事項の効力が発生しないことがあります。この場合、契約者は、当該当金庫の判断に

ついて何ら異議を述べないものとします。 

（４）Web申込の有効性 

 Web申込が当金庫所定の方法によりなされた場合、当金庫は契約者の正当な権限者に

より有効に当該 Web 申込がなされたものとみなします。その場合、契約者は、当該

Web申込後に行われた一切の取引について、その責任を負うものとし、万一これによ

って契約者に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除

き当金庫は責任を負いません。 

（５）必要書類等の提出 

 Web申込内容により、別途正式な申込書や書類等が必要な場合は、契約者は当該申込

書や必要書類の提出を行うものとします。 

22．（Webでんさいサービス） 

   Webでんさいサービスとは、契約者の端末からの依頼により電子記録の請求、電子記

録事項の開示請求等各種データ受付を行うサービスをいいます。Webでんさいサービ

スの取扱いは本規定の第１条から第 18条および商工中金でんさいサービス利用規定

によるものとします。本規定と商工中金でんさいサービス利用規定との間で取扱い

が異なる場合、Webでんさいサービスに関しては商工中金でんさいサービス利用規定

が優先的に適用されるものとします。 

23．（外為 Webサービス） 

   外為 Webサービスとは、契約者の端末からの依頼により外国送金、輸入信用状、外貨

預金振替、明細照会、公示相場照会等各種データ受付を行うサービスをいいます。外

為 Webサービスの取扱いは本規定の第１条から第 18条および商工中金外為 Web利用

規定によるものとします。本規定と商工中金外為 Web 利用規定との間で取扱いが異

なる場合、外為 Web サービスに関しては商工中金外為 Web サービス利用規定が優先



的に適用されるものとします。 

24．（規定の変更） 

（１）この規定の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認め

られる場合には、当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することに

より、変更できるものとします。 

（２）この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 

                                    以上 


